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独立行政法人農林漁業信用基金中期計画

独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）は、農業の担

い手の育成・確保、地球温暖化防止等森林の有する多面的機能を持続的に発揮

するための林業・木材産業の再生、国際競争力のある漁業経営体の育成・確保

などの農林漁業政策の一環として、農林漁業を営む者の信用力を補完し、農林

漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にすること等により、農林漁業の健全な

発展に資するという使命を果たすため、中期目標を達成するための計画（中期

計画）を以下のように定める。

これらの業務運営に当たっては、上記使命の達成に向け、業務の質の確保を

図り、効率的、自律的に業務を実施するものとする。

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 事業の効率化

(1) 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び

求償権回収事業委託費）については、その支出の要否を検討し、効率化

を期するため、中期目標の期間中に、平成１９年度比で５％以上削減す

る。この場合、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等

外的要因により影響を受けることについて配慮する。

(2) 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、引受審査

の厳格化等、モラルハザード対策の取組を着実に実施する。

(3) 共済団体等に対する貸付業務については、民間金融機関による融資を

促すために、セーフティーネットとしての法人の役割について周知を行

う。

(4) 低利預託原資貸付業務については、主として主務省における資金需要

の精査結果及び資金の納付方法等についての関係機関等との協議の結果

を踏まえた主務省からの指示に従って、将来にわたって活用される見込

みのない資金を国庫に納付する。

また、本資金については、借受者のニーズを踏まえた主務省の見直し

を踏まえ、着実に実施するものとする。

(5) 林業寄託業務については、貸付枠の縮減及び民間からの長期借入方式

から政府の出資方式への段階的な移行について、着実に実施する。

(6) 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民

でできることは民で」という考え方を踏まえつつ、検討会を設置し、検

討を行う。

２ 業務運営体制の効率化
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(1) 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運

営の効率化を行う。

(2) 職員の能力の向上を図るため、各種研修を効果的に実施する。

(3) 平成２０年度末までに検討することとされている国の農業共済再保険

特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合の検討状況を

踏まえ、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る両部署

を統合する。

また、両部署の統合を検討するに当たっては、経費の縮減及び業務運

営の効率化を図る観点から、統合効果を最大限発揮させるものとする。

３ 経費支出の抑制

(1) すべての支出について、当該支出の要否を検討するとともに、以下の

措置を講じること等により、一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要

因により増減する経費を除く。）について、中期目標の期間中に、平成

１９年度比で１５％以上の節減を行う。

・役職員に対し、費用対効果等のコスト意識を徹底させる。

・業務実施方法を見直す。

(2) 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえ

た給与改定部分を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に

基づき、国家公務員に準じた人件費削減に取り組み、平成１８年度以降

５年間において、５％以上の削減を行うとともに、国家公務員の給与構

造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な見直しを進める。更に、

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７

月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を

平成２３年度まで継続する。

(3) 給与水準については、平成１８年度の対国家公務員学歴別・地域別指

数（学歴別地域別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）１０４．６につ

いて、中期目標期間の終了時までに１００まで低下させる。

また、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や国家公務員

と比べて給与水準が高い理由及び適正化への取組状況について公表し、

国民に対して納得が得られる説明を行う。

４ 内部監査の充実

業務の適正化を図るため、信用基金の各業務を横断的に監査する内部監

査体制を充実・強化する。

５ 内部統制機能の強化

(1) 業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス委員会において外部
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の有識者の専門的知見を活用するなどコンプライアンス（法令等遵守）

への取組を充実・強化する。

(2) 業務の適正化を図るため、事務リスク自主点検等事務改善への取組を

着実に実施する。

(3) 役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとと

もに、その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させること

により業務遂行へのインセンティブを向上させる。

６ 評価・分析の実施

事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を着実に業

務運営に反映させる。

７ 情報システムの整備

主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確

保及び業務運営の効率化・合理化を図る観点から、システムの見直しに努

める。

併せて、信用基金における情報システムに係る情報セキュリティ水準の

向上を図る。

８ 調達方式の適正化

調達に係る契約については、国における取組（「公共調達の適正化につ

いて」（平成１８年８月２５日付け財計第２０１７号財務大臣通知））等

を踏まえ、次の事項を着実に実施する。

(1) 随意契約見直し計画に基づき、競争性のない随意契約の一般競争入札

等（競争入札及び企画競争・公募）への移行を着実に実施する。

(2) 契約審査委員会の活用等により、随意契約の理由が妥当か、一般競争

入札等が真に競争性・透明性が確保される方法により実施されているか

等契約の適正な実施を図る。

(3) 随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フ

ォローアップを実施する。

(4) 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施に

ついてチェックを受ける。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

信用基金は、国の政策の重点化に適切に対応しつつ、かつ農林漁業を取

り巻く経済的な状況の変化、災害その他の突発的な事象により緊急の対応

が必要となる場合があること等も踏まえつつ、利用者のニーズに的確に対

応して質の高いサービスを提供する必要がある。このため、国民一般の理
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解が得られるよう留意しつつ、以下の点を踏まえて効率的、自律的な業務

運営を行うものとする。

１ 事務処理の迅速化

利用者の手続面での負担及び事務コストの軽減を図るため、以下の措置

を講じて､事務処理の迅速化を実現する。

(1) 保険引受、保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内

容に応じ、利用者の利便性の向上に資する観点から、以下の標準処理期

間内に案件の８割以上を処理する。なお、処理期間の検証を行い、必要

に応じて見直す。

ア 保険通知の処理・保険料徴収 月次処理

イ 保険金支払審査 27日

ウ 納付回収金の受納 月次処理

エ 保証審査 ７日

オ 代位弁済 150日

カ 貸付審査

農業長期資金 償還日と同日付貸付

農業短期資金 月３回（５のつく日）

農業災害補償 ４日

林業 ３日

漁業長期資金 償還日と同日付貸付

漁業短期資金 ８日

漁業災害補償 ４日

(2) 基金協会等関係機関との間で、保険引受、保険金支払審査等に係る情

報の共有、意見調整を着実に行う。

(3) 専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直しを行う。

２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映

(1) 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や

成果について、国民一般や利用者を対象に、図表なども含めて分かりや

すい形で幅広く周知するなど情報開示の充実を促進する。

(2) 信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報

・業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底

する。

(3) アンケート調査等の実施により、信用基金の利用者の意見募集を幅広

く定期的に行い、業務運営に適切に反映させる。また、苦情への適切な

対応を行う。

(4) 特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他の勤務条件を公

表するよう努める。
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第３ 財務内容の改善に関する事項

信用基金が行う業務は、我が国農林漁業の健全な発展を図るという政策

的な見地から、継続的に実施されることが必要な業務であるため、健全な

財務内容の確保が必要不可欠である。

このため、信用基金は、中長期の収支の均衡に向けて、中期目標期間の

最終年度までに単年度の業務収支を黒字化させることを目指すこととし、

以下の点を踏まえて効率的、自律的な業務運営を行うものとする。この場

合、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因を受

けることについて配慮する。

１ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定

(1) 保険料率・保証料率については、農林漁業の特性を踏まえつつ、引受

審査能力の向上等により事故率が過大とならないよう適正な業務運営を

行うことを前提として、リスクを勘案した水準に設定する。

① 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、業務収支の改善

に向け、制度資金の政策効果の発揮や農業者・漁業者の負担増加にも

配慮しつつ、保険事故の発生状況や保険収支の実績等に関する保険料

率算定委員会での検討結果を踏まえ、平成２０年度から保険料率の見

直しを実施する。

② 上記①の見直しの実施後においても、引き続き、業務収支の状況や

保険料率・保証料率水準を点検し、必要に応じて、リスクを勘案して

保険料率・保証料率の見直しを行う。

(2) 基金協会及び共済団体等に対する貸付金利（低利預託原資貸付に係る

ものを除く。）については、貸付目的､ 市中金利等を考慮した適切な水

準に設定する。

２ 引受審査の厳格化等

(1) 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会との事前

協議の徹底を図る。

① 農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に

伴う協議を実施するとともに、大口保険引受案件及び大口保険金請求

案件の事前協議を実施する。

② 漁業信用保険業務において、被保証人の業務及び財務状況を踏まえ

た、より的確な引受審査の実現に取り組むとともに、基金協会との大

口保証引受案件及び大口保険金請求案件についての事前協議や求償権

に関する情報の共有化を推進する。

(2) 信用基金職員及び基金協会向けの保証審査・求償権管理回収に係る研

修会を開催する。
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(3) 研修等による信用基金職員の資質の向上、現地協議の推進等により、

信用基金の相談機能を強化する。

(4) 林業信用保証業務においては、財務状況の的確な判断等による審査の

厳格化、優良事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確

保を講ずるほか、債務保証先の財務状況のフォローアップの在り方につ

いて専門家を交えた経営診断・指導等を実施することにより抜本的な見

直しを行う。

３ モラルハザード対策

(1) 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、金融機関における

モラルハザード防止の観点から、農漁業者の負担や国庫負担の増加を避

けることに留意しつつ、部分保証やペナルティー方式（代位弁済時等に

一定額を金融機関が負担する方式）などモラルハザードの防止対策を国

との連携を図りながら総合的に検討する。

(2) 漁業信用保険業務について、平成２０年度から経営安定資金に部分保

証を導入する。

(3) 林業信用保証業務について、平成２０年度から１００％保証の対象を

法定計画認定者に係る資金、間伐の実施に係る資金等政策性のより高い

ものに限定し、部分保証の対象を拡大する。併せて、メニューの統合を

行う。

４ 求償権の管理・回収の強化等

基金協会、債権回収業者（サービサー）等との連携等による求償権の管

理・回収を強化し、回収実績を向上させるとともに、保険料・保証料・貸

付金利息を確実に徴収する。

５ 代位弁済率・事故率の低減

２及び３の取組により、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結し

た案件については、林業信用保証業務においてはその代位弁済率を2.94％

以下とし、また、基金協会の代位弁済が保険事故となる農業信用保険業務

にあってはその事故率を0.12％以下、漁業信用保険業務にあってはその事

故率を1.15％以下とする。この場合、代位弁済率・事故率は、経済情勢、

国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受ける

ことについて配慮する。

６ 基金協会及び共済団体等に対する貸付け

基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審

査を行うとともに、その回収については、確実に徴収するものとする。
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７ 資産の有効活用

信用基金の保有する職員用宿舎について、効率的な活用を促進し、自己

収入の増加や経費の節減を図る観点から、他の独立行政法人や国との共同

利用を推進する。

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【別紙】

第５ 短期借入金の限度額

中期目標期間中の短期借入金は、農業災害補償関係勘定において１，１

９０億円、漁業災害補償関係勘定において１１０億円を限度とする。

（想定される理由）

農業災害補償関係勘定及び漁業災害補償関係勘定における一時的に不

足する貸付原資を調達するため。

第６ 剰余金の使途

農林漁業金融のセーフティ・ネット機関としての役割の向上のため、

・金融業務に精通した人材の育成・研修

・業務運営の効率化・合理化を図る観点からの情報システムの充実

・コンプライアンス（法令等遵守）への取組の充実等の内部統制機能の

強化

・債権管理強化のため連携する県単位機関等の能力の向上

の使途に使用

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含

む。）

(1) 方針

農林漁業金融をめぐる情勢の変化に即応して、信用基金の業務の円滑

な実施を担うことができる人材を確保するため、職員に対する各種研修

を効果的に実施していくとともに、高度な専門知識を有する職員を採用

する。

また、業務の質や量に対応した適切な人員配置を実現する。

(2) 人員に係る指標

期末の常勤職員数は期初を上回らないものとする。

（参考１）期初の常勤職員数 123名

期末の常勤職員数の見込み 116名

（参考２）中期目標期間中の人件費総額見込み5,749百万円。
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ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手

当及び超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(3) 人材の確保及び養成に関する計画

① 人材の確保

金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する民間企業等

の人材を採用する。また、適切な人事管理の構築等を通じた魅力ある

就業環境の形成により、人材の確保を行う。

② 人材の養成

個々の職員の専門性の育成に配慮した人事管理を行うとともに、職

員に対する研修制度の充実等により、民間企業等から採用（交流）し

た人材の専門的な知見を速やかに共有させ、専門性の高い人材の早期

育成を図る。

２ 積立金の処分に関する事項

各勘定の前中期目標期間繰越積立金は、それぞれ農業信用保険業務、林

業信用保証業務、漁業信用保険業務、農業災害補償関係業務及び漁業災害

補償関係業務に充てることとする。



独立行政法人農林漁業信用基金　中期計画 

１．予算

 （１）収入

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

8,157,310 3,852,275 2,177,985 2,127,050 0 0

1,677,478 0 1,677,478 0 0 0

6,700,000 0 6,700,000 0 0 0

50,000 0 50,000 0 0 0

72,500 0 72,000 500 0 0

771,337,631 225,146,093 55,625,203 136,475,527 268,545,258 85,545,550

14,465 0 14,465 0 0 0

8,927,905 3,810,232 1,733,287 2,729,721 649,415 5,250

353,434,000 0 19,389,000 0 255,840,000 78,205,000

53,065 41,830 11,085 100 0 50

1,150,424,354 232,850,430 87,450,503 141,332,898 525,034,673 163,755,850

 （2）支出

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

1,146,033,294 228,865,444 83,702,449 145,307,075 524,811,346 163,346,980

10,319,281 4,179,424 2,817,880 2,193,550 813,828 314,599

直 接 業 務 費 1,720,170 995,831 407,331 243,211 58,350 15,447

管 理 業 務 費 1,525,550 525,472 404,680 415,993 121,326 58,079

人 件 費 7,073,561 2,658,121 2,005,869 1,534,346 634,152 241,073

1,156,352,575 233,044,868 86,520,329 147,500,625 525,625,174 163,661,579

[人件費の見積もり]
　　中期目標期間中総額5,749百万円を支出する。ただし、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当する
　範囲の費用である。
[注記]

 　　林業信用保証勘定（寄託事業）に係る収入の「政府補給金受入」、「政府出資金」及び「借入金」並びに支出の「事業費」に
　ついては、各年度の政府予算により変動する。

合 計

科 目

受 入 事 業 交 付 金

政 府 補 給 金 受 入

政 府 出 資 金

地方公共団体出資金

民 間 出 資 金

そ の 他 の 収 入

合 計

総 計

総 計

事 業 費

一 般 管 理 費

科 目

運
営
経
費

事 業 収 入

受 託 事 業 収 入

運 用 収 入

借 入 金



２．収支計画

 （１）収益
（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

8,665,087 3,852,275 2,177,985 2,634,827 0 0
1,677,478 0 1,677,478 0 0 0
46,546,618 35,158,705 2,580,353 8,130,042 116,968 560,550
14,465 0 14,465 0 0 0
8,927,905 3,810,232 1,733,287 2,729,721 649,415 5,250

0 0 0 0 0 0
53,065 41,830 11,085 100 0 50

73,665 0 73,665 0 0 0
2,089,719 243,674 2,053,880 0 208,560 0
68,048,002 43,106,716 10,322,198 13,494,690 974,943 565,850

 （2）費用
（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

50,122,079 38,874,694 282,785 10,964,590 5 5

10,172,541 3,984,879 2,935,203 2,064,485 814,808 373,166

直 接 業 務 費 1,358,016 787,461 388,847 107,911 58,350 15,447

管 理 業 務 費 1,406,686 445,332 391,892 400,080 113,561 55,821

人 件 費 7,407,839 2,752,086 2,154,464 1,556,494 642,897 301,898

401,684 242,831 60,829 82,126 13,550 2,348

1,986,890 4,312 1,678,573 382 146,580 157,043

5,364,808 0 5,364,808 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 383,107 0 33,288

68,048,002 43,106,716 10,322,198 13,494,690 974,943 565,850

[注記]
 　　林業信用保証勘定（寄託事業）に係る収益の「政府補給金収入」及び費用の「財務費用」については、各年度の政府予算により

  変動する。

当 期 総 利 益

合　　　　　　計

引 当 金 等 繰 入

雑 損

臨 時 損 失

固 定 資 産 除 却 損

合　　　　　　計

臨 時 利 益
償 却 債 権 取 立 益
当 期 総 損 失

総　　　計

経
常
収
益

政府事業交付金収入
政 府 補 給 金 収 入

雑 益

科　　　　　　目

事 業 収 入
受 託 事 業 収 入
財 務 収 益
引 当 金 等 戻 入

総　　　計

経
　
常
　
費
　
用

一 般 管 理 費

減 価 償 却 費

事 業 費

科　　　　　　目

財 務 費 用



３．資金計画

 （１）収入

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

789,814,874 232,667,440 61,174,792 141,306,013 269,115,519 85,551,110

356,613 201,753 64,415 62,968 27,477 0

360,256,500 0 26,211,000 500 255,840,000 78,205,000

113,164,594 35,363,706 32,702,814 39,061,599 5,996,453 40,022

1,263,592,581 268,232,899 120,153,021 180,431,080 530,979,449 163,796,132

 （2）支出

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

804,305,797 232,846,385 68,847,038 147,445,618 269,720,613 85,446,143

88,373 77,955 0 7,135 2,500 783

351,634,000 0 17,589,000 0 255,840,000 78,205,000

107,564,411 35,308,559 33,716,983 32,978,327 5,416,336 144,206

1,263,592,581 268,232,899 120,153,021 180,431,080 530,979,449 163,796,132

[注記]
　　林業信用保証勘定（寄託事業）に係る収入の「業務活動による収入」及び「財務活動による収入」並びに支出の「業務活動に
　よる支出」及び「財務活動による支出」は、各年度の政府予算により変動する。

翌年度への繰越金

科 目 総 計

合 計

投資活動による支出

財務活動による支出

業務活動による支出

総 計科 目

合　　　計

業務活動による収入

投資活動による収入

財務活動による収入

前年度からの繰越金




